
NO. 質問 回答

1

石綿簡易分析機等の貸出支援

都道府県等（141 団体を想定）

・前年度に貸出を実施した団体の総数及び団体名をご教示ください。

延べ16回、貸与しており、団体名は兵庫県(2回)、山梨県、苫小牧

市、小樽市、広島市、長崎県、大阪府、大津市(2回)、愛媛県、枚方

市、群馬県、鹿児島県、いわき市、高知県となります。

2

石綿簡易分析機等の貸出支援

石綿簡易分析機等の操作方法を説明し、都道府県等職員と共に実際に

操作確認を行う。

・分析機等の使用経験がない者を従事者として配置することは可能で

しょうか。

・操作確認を行う場所について、防護服等の着用が必要となる環境を

想定されているかご教示ください。

従事者の条件は特に定めておりませんが、当該分析機等の操作方法

を都道府県等職員に適切に説明できる者としてください。また、操

作確認を行う場所は、都道府県庁の事務執務室等を想定しており、

防護服等の着用が必要となる環境は想定しておりません。

3

石綿簡易分析機等の貸出支援

石綿簡易分析機等の使用に当たって発生する消耗品及び廃棄物処理等

の全ての経費は請負者が負担すること

・想定される消耗品の種類について、差し支えない範囲でご教示くだ

さい。

iPad型蛍光顕微鏡用カバーガラスや試料調整試薬等を想定しており

ます。

4

石綿事前調査等に係る専門家派遣等支援

当該分野の専門家（全国の都道府県等、延べ12 名、日帰りを想

定。）

・延べ12名については、毎回異なる専門家を派遣する想定でしょう

か。同一の専門家を複数回派遣することは可能でしょうか。

毎回、専門家を派遣することを想定しております。また、仕様書に

も記載のあるとおり、派遣する専門家については、請負者の提案を

踏まえて環境省が決定しますが、同一の専門家を複数回派遣するこ

とも可能です。

質問回答


